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1. 本認定事業について 
 
1.1   本認定事業の主旨・めざすところ 

 

がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）において「がん医療に関する情報提供」「患者・家族に対する

相談支援」の必要性が示されて以降、その体制整備が進められているところである。日進月歩で進化するが

ん医療の現場ならびに玉石混交の情報があふれる現代社会においては特に、「信頼性の高い」「確かな」情

報を見極める力、また、その情報を用いて患者・家族が主体的に意思決定できるよう支援する力ががん専門

相談員に求められている。 

国立がん研究センターでは、「がん診療連携拠点病院等の整備指針」に定められているがん相談支援セン

ターの要件を満たしているだけでなく、これらの力の向上につながる必要な取り組みを継続的に実施する施

設を認定し、その質を保証する。 

「認定がん相談支援センター」は相談者の気持ちに寄り添うとともに、科学的根拠に基づく情報を適切に

活用する「情報支援※」がすべての相談員によって行われ、組織全体のヘルスリテラシーが向上することを

目指す。また、個々の相談者への対応はもちろんのこと、情報の整備や質保証の取り組み等に関し地域のが

ん相談支援センターのロールモデルとなること、さらに、相談支援における研修および教育等に関し、全国

のがん相談支援センターの中でも中心的な役割を発揮する人材ならびに施設となることを目指す。 

 

 

 

  

※情報支援とは 

がん専門相談員の専門性は「情報支援」 

「情報支援」とは、傾聴や共感を含む心理的サポートを基盤に、相談者の真のニーズを共有して、

ヘルスリテラシー※に応じて信頼できる情報を提供し、さらに対話を重ね、相談者主体の意思決定が

できるよう支援することと定義する。 

 
※ ヘルスリテラシーとは、健康情報を入手し、理解し、評価し、活用（意思決定）するための 

知識、意欲、能力のこと。 

 

「情報支援」を行うにあたっては、コミュニケーションスキル、対象者理解、他職種・他機関との連携

を基本として、以下の４つの力が求められる。 

１.信頼できる医療情報を見極める力 

２.情報を理解、収集、整備する力 

３.相談者のニーズ・ヘルスリテラシーをアセスメントし、必要な情報を分かりやすく伝える力 

４.相談者自ら意思決定するプロセス全体を支援する力 

がん専門相談員が「情報支援」を行うためには、相談員自身のヘルスリテラシーを向上させることに

加え、がん相談支援センターが組織として、ガイドライン等の信頼できる情報の収集、整備、他機関と

の円滑な関係を構築できるような体制整備、環境づくりも重要である。 
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1.2   本認定事業の背景・目的 
 

 全ての相談対応においては、傾聴、共感を含む心理的サポートを基盤に、からだ・こころ・くらしの観点

から対象者を全人的に理解、アセスメントし、相談者に必要で確かな情報提供を行うことが基本となるが、

昨今のがん医療や情報環境では特に、確かな情報による支援を行うことの重要性が増している。 

しかし、質の高い「情報支援」を行う上で必要となる環境や体制の整備は相談員個人で取り組むには困難

や限界を伴うことも多く、組織としての取り組みが不可欠である。 

そこで、国立がん研究センターでは、当センターが定める基準にそって継続的に情報提供・相談支援体制

の整備に取り組む施設を「認定がん相談支援センター」として認定する。 

 

以下は「認定がん相談支援センター」に求められる要件の一例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3   認定取得後に受けられるサポート 
 

当該施設において質の向上が図られるよう、認定取得後には活動報告におけるフィードバックが受けら

れるほか、以下の支援がある。（別紙 2 参照） 

 

1) 相談対応および部門内モニタリングの質を評価する、国立がん研究センターコールモニタリング 
 

2) 認定がん相談支援センター同士の繋がりを強化し課題共有・意見交換できる認定がん相談支援セ

ンターオンラインサロン（「認定サロン」） 

 

3) 国立がん研究センターがん情報サービスサポートセンター研修 

  

・ どの相談員が対応しても一定の質の支援が提供できるよう、相談部門のマニュアルを整備する

こと。 

 

・ 実際の相談対応を録音できる環境を整備し、その音声データを用いて相談対応の評価・改善策

の検討を相談部門内で定期的に行うこと（部門内モニタリング）。 

 

・ 相談対応に活用する情報の質を担保するため、相談部門で定めた評価基準に基づき、活用する

情報源（書籍やウェブサイト）を定期的に評価、見直すこと。 
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2. 認定申請資格 
以下 2.1〜4 の条件すべてを満たす施設を、認定申請資格を持つ施設とする。 

 

 

2.1 以下 1）～3）のいずれかに該当する施設であること。 

 

 厚生労働大臣による指定を受けたがん診療連携拠点病院等（1 号申請資格） 
「都道府県がん診療連携拠点病院」「地域がん診療連携拠点病院」 
「特定領域がん診療連携拠点病院」「地域がん診療病院」「小児がん拠点病院」のいずれか 

 

 上記 1）以外の医療機関（2 号申請資格） 

 

 その他の医療や福祉関連の法人等（3 号申請資格） 

 

 

2.2 当該都道府県内の都道府県がん診療連携協議会の情報提供・相談支援関連の部会等の 

メンバーの一員（予定も含む）である、または部会等に参加していること。 

 

 

2.3 厚生労働省から出されている「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの 

ためのガイダンス」またはそれと同等の規程に基づき、個人情報を適切に取り扱っているこ

と。 

 

 

2.4 経営母体およびがん相談支援事業の資金源が明確であり、患者・家族に対し、がん対策の 

方針に反する治療や活動を推奨するような行為※を行っていないこと。 

 
※ 「がん対策の方針に反する治療や活動を推奨するような行為」とは、科学的根拠が明らかではない医

療（治験を含めた臨床試験、先進医療の枠組みで実施されるものは除く）の推奨等を指します。 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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3. 認定要件 
認定申請資格を有する施設が、以下の要件全てを満たすと判断された場合に「認定がん相談支援センター」

として認定する。満たしていない要件が 1 つでもある場合、認定申請を行っても承認されないため、全ての

要件を満たすことができるようになった段階で認定申請をすること。 

要件を満たしているかどうかは、申請施設から提出された各種申請書類により判断する。 
 

以下に定める要件について、相談部門内の業務マニュアル等に具体的な運用状況を定め、相談支援の質

の担保を組織として明文化し示せること。 

また業務マニュアルについては院内の公的文書として位置づけられることが望ましい。 

 

3.1 情報公開 

 認定された場合に、施設名および活動状況についての情報公開を承諾すること。 

 認定された場合に、活動状況等に関する最新情報の定期的な提出を承諾すること。 
（「8.活動報告」を参照） 

 

3.2 がん相談対応の実績 

1) がんの相談対応を週に 20 時間以上行っていること。 

2) がんの相談対応の実績が 6 カ月以上あること。 
 

3.3 がん相談対応の体制 
1) がん相談支援部門内に、「国立がん研究センター認定がん専門相談員」を 2 名以上配置していること

（専従、専任、兼任については問わない）。 
 

2) がん相談支援部門内に、「がん相談対応の質保証（QA）研修」※（「がん相談対応評価法を用いた相
談対応の質保証に関する研修」）を受講した相談員を原則 2 名配置していること。 
（新規申請時については、申請年度内に当該研修を受講すると承諾すれば可。） 
 
※「がん相談対応の質保証（QA）研修」 

   https://www.phrf.jp/csp/csp-hor/cctnp 
（がん相談教育ネットワーク事業［Cancer Counseling Training Network Program (通称「CCTNP」)］開催） 

  
3) 当該都道府県内の都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療

連携拠点病院、地域がん診療病院と情報を共有していること。 
 
4) 当該都道府県および地域のがん相談支援体制を整備する一員として積極的に関わっていること。 

 
5) 相談対応を適切かつ円滑に行うために、院内（施設内）の診療科や医療者、患者会等と協力・連携し

ていること。 
 
6) 相談対応を適切かつ円滑に行うために、地域の医療者、患者会等と協力・連携していること。 

 
7) がん相談支援部門の機能について、担当医等から、がん患者及びその家族に対し、周知が図られる

体制があること。 
 
8) がん相談支援機能を有していることについて院内（施設内）で積極的に周知をしていること。 

 
9) がん相談支援機能を有していることについて院外（施設外）で積極的に広報活動をしていること。 

 

3.4 相談者の情報の保護と無料、匿名でのサービスの保障 
がん相談支援部門として以下の対応を行い、かつ明示していること。 

 
1) がん相談を無料で提供していること。 

2) 当該施設外の相談者からのがん相談にも応じていること。 

3) 匿名でのがん相談にも応じていること。 

https://www.phrf.jp/csp/csp-hor/cctnp
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がん相談支援部門の職員が以下の方針に則った対応を行うよう管理・監督していること。 
 
4) 相談者について職務上で知り得た秘密（当該部門を利用したことを含め）を守り、同意がない限り第

三者（担当医等を含む）に伝えることはないこと。また、収集・利用する際には同意を得ていること。 
 
5) 個人情報保護法に則って対応すること。また、生命等の保護の必要性があると判断されたときなど、

情報共有を行う必要がある場合には、専門的な判断を行うこと。 
 
6) 教育、研究、質保証の取り組みを目的として、がん相談支援部門内で相談者の個人情報を利用する

際には、匿名化を行い、プライバシーを保護すること。 
 
7) 相談者の記録（紙、電子データのいずれの場合も）を適切な環境で管理し、データへアクセスできる

者等のアクセス制限を行っていること。 
 

3.5 すべての相談者に対して守るべき価値観 
がん相談支援部門の職員が以下の方針に則った対応を行うよう管理・監督していること。 
 
1) すべての利用者に対して（属性による偏見や先入観を持たず）公平に対応すること。 

2) 中立的な姿勢で、相談者に向き合うこと。 

3) 様々な背景や環境により、その人なりのニーズがあることをふまえ、個別性を尊重して対応すること。 

 

3.6 十分に情報を得た上で選択する権利の尊重 
がん相談支援部門の職員が以下の方針に則った対応を行うよう管理・監督していること。 
 
1) 医療者からの科学的根拠に基づく情報をもとに、自分の健康や生活について、相談者が主体的に決

定できるよう支えるとともに、その決定を尊重すること。 
 

2) 相談者が自分で選択できるように、科学的根拠に基づく信頼できる情報および選択肢を提供すること。 
 

3) 相談者が知りたくない情報があることを認識し、それを尊重すること。 
 

4) 必要な場合には、専門的で、信頼できる利用可能な院内外のサービスにつなぐこと。 
 

5) 相談者がその人らしく主体的に決められるように、さまざまな機会や選択肢を提供すること。 

 

3.7 患者・医師・医療者との関係のサポートと尊重 
がん相談支援部門の職員が以下の方針に則った対応を行うよう管理・監督していること。 
 
1) 医師が行うような診断を行わないこと。 

 
2) がん相談支援部門で提供される情報は一般的な情報であり、医師が行うような診断や診察に代わる

ものではないと明確に伝えること。 
 

3) 相談者が抱えている問題（医療的、身体・心理・社会的問題等）や疑問・要望について、担当医や医
療者と相談できるよう支援すること。 

 
4) 相談者と担当医や医療者、もしくは患者、家族との関係を支援すること。 

 
5) 適切と考えられるときには、相談者にセカンドオピニオンを求める選択肢があることを知らせること。 

 

3.8 質の担保の取り組みと PDCA 
1) すべての利用者に対して質の担保されたサービスを提供していること。 

 
2) がんの情報提供や相談対応に関する日々の実践の振り返り、勉強会や事例検討会などを定期的に実

施していること。 
 

3) 実際の相談者からの相談を振り返る「がん相談対応のモニタリング」（別紙１参照）をがん相談支援
部門内で定期的に行っていること。 
 

4) 実際の相談対応の音声データに基づいた「がん相談対応のモニタリング」（別紙１参照）の効果的な
実施を目指し、電話相談の録音環境整備に努めること。  
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5) 「国立がん研究センターコールモニタリング（以下「コールモニタリング」）」（別紙２参照）を定

期的に受けていること（新規申請時については、「コールモニタリング」を定期的に受けると承諾し
ていること）。 
 

6) 「コールモニタリング」に参加することについて、相談対応にあたる可能性のある全ての相談員か
ら同意を得ていること。 
 

7) 認定施設間の相互支援の場（コールモニタリングや認定サロン等）への参加により知り得た情報は
口外しないことについて、全ての相談員から同意を得ていること。 
 

8) 「コールモニタリング」のフィードバックを受けた際に、がん相談支援部門の課題改善に向けて建
設的に取り組む体制を整えていること。 
 

9) 「がん相談対応のモニタリング」および「コールモニタリング」の結果をもとに、改善のための対応
や活動を行っていること。 
 

10) 適切な教育を受けた相談員により質の保たれたサービスを提供すると保証すること。 
 

11) 相談者から定期的にフィードバックを得られるようにしていること（ご意見箱等も含む）。 
 

12) 相談者から得たフィードバック内容について、吟味・検討し、改善方法について議論、報告する場が
あること。 
 

13) 相談者から得たフィードバック内容について、がん相談支援部門をはじめ、組織全体として対応方
法の改善に役立てていること。 
 

14) がんに関するさまざまな分野において、最新の科学的根拠のある情報（各種診療ガイドラインの情
報等）にアクセスできる状態にしていること。 
 

15) 相談業務に活用する情報や資材が、利用者に有用であり、かつ、科学的根拠に基づく信頼できる情
報であるかどうかを、がん相談支援部門内で定期的に確認・評価していること。 
 

16) これまでに確認・評価を行ってきた相談業務に活用する情報や資材の名称、その評価結果、評価実
施日等について提示できること。 
 

17) 新しい方向性や研究段階にある情報について、助言・情報提供を依頼・照会できる「医療専門家との
ネットワーク※」を持ち、がん相談支援部門として情報を得ることができること。 
※「医療専門家とのネットワーク」とは、院内外（施設内外）の専門職、都道府県内や全国のがん専門相談員、

厚生労働省、国立がん研究センターがん対策研究所等を指す。 

 

3.9 がん専門相談員の役割 
相談者に対して、科学的根拠とがん専門相談員の実践に基づく信頼できる情報提供を行うことによ

って、その人らしい生活や治療選択ができるように支援している。 

 

3.10  相談対応業務を行う際の指針と対応する業務 
「がん専門相談員のための学習の手引き～実践に役立つエッセンス～第４版」に示された「がん相

談 10 の原則」を業務の指針として、がん相談支援部門の運営･業務を行っていること。 

 

3.11  相談支援センターの業務 
「がん診療連携拠点病院等の整備について（厚生労働省健康局長通知 令和４年８月１日 p14～16）

」および「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針に関する Q&A について（令和 4 年 9 月 22 日

付け事務連絡 p2～3）※」に示されている相談支援センターの業務を行っている（行えるようにして

いる）こと。※認定がん相談支援センターページの「参考資料」に掲載。 
 なお、新たな整備指針や事務連絡が発出された場合には、発出から 1 年以内をめどに、それらの文

書に示されている内容に対応できる体制を整えること。 

  

https://ganjoho.jp/med_pro/consultation/support/book/guidebook-order.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001553972.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001553972.pdf
https://ganjoho.jp/public/qa_links/links/pdf/qa.pdf
https://ganjoho.jp/public/qa_links/links/pdf/qa.pdf
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4. 認定申請書類 
※ 2026 年度より、申請書類は郵送による提出ではなく、各種ファイルを指定されたフォルダへ

アップロードすることによる提出方法に変更とする。 

 

※ すべてのファイル名の先頭は『施設名』にすること。 
 
 様式番号 申請書類 書類記載上の注意点、その他留意点等 
 

申請書類

① 
 

Excel 

ファイル 

 

 

 

 

様式 1・ 

様式 9 は 

PDF でも可 

 
様式 1 

 
認定申請誓約書 

 
※電子印鑑ではない場合、押印した書類を PDF ファイルで提出。 

 
様式 2 

 
申請資格申告書 

 
 

 
様式 3 

 
認定要件申告書 

 
 

 
様式 4 

 
相談体制現状報告書 

 
 

 
様式 5 

 
部門内モニタリング 

課題取り組み状況 

 

 
過去の部門内モニタリングで上げられた課題（特に組織としての

課題）に対して、具体的にどのような取り組みを行ってきたか、

その結果として変化した状況が分かる記述を含めること。 
 

様式 6 
 

勉強会・事例検討会 

開催記録 

 

 
部門内モニタリング以外に実施した、勉強会・事例検討会の概要

（開催日、開催経緯・目的、テーマ・内容、得られた学び等）を

記載すること。 

 
様式 7 

 
がん相談支援センター

への支援体制 

 
がん相談支援センターがより活用されるため、またより良く機能

するために、施設として取り組んでいることを記載すること。 

 
様式 8 

 
申請前チェックリスト 

 
書類提出上の注意点に抜けがないかをチェックリストにて最終

確認し、ページ数等を入力すること。 
 

（様式 9：体制整備誓約書） 

※新規申請時は使用不可 

 

 
認定後、活動報告または更新申請の時点で、申請資格・認定要件を

満たしていない場合に使用すること。本様式の内容を考慮の上、認

定の暫定継続・停止・取消について検討を行う。 

 
※電子印鑑ではない場合、押印した書類を PDF ファイルで提出。 

 
申請書類

② 
 

Excel 

ファイル 

 

 
部門内モニタリングの評価表 
(別紙３「がん相談対応評価法」) 

 
全員分を１つの Excel ファイルにまとめ

てください。 

 

シート名は各相談員名にしてください。 

 
 相談員全員分の事例について評価表を提出すること。 

（申請様式 4 に記載した相談員） 
 

 別紙１に記載の方法で、がん相談対応の評価・改善点を話し合

うこと。 
 

 モニタリングの場で出された意見を集約し、センター全体の

ディスカッションが読み取れるよう見える形にして、可能な

限り記載すること。 
 

 個人情報を含む逐語録、モニタリング参加者各個人が記入し

た評価表の提出は不要。 

 

ccisc_form
_v1_2026 

qa_hyouka
_2026 
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申請書類

③ 
 

PDF 

ファイル 
 

もしくは、 

原本（冊子）

のまま郵送も

可 

 
一般向け公開資料 
（ホームページ・パンフレット等） 

 
下記の情報が含まれていること。 

 

A) 運営曜日・時間 

B) がん相談を無料で提供していること 

C) 当該施設外の相談者からのがん相談にも応じていること 

D) 匿名でのがん相談にも応じていること 

E) 守秘義務を遵守していること 

相談で知りえた情報を、相談者の同意なく第三者（担当医等

を含む）に伝えることはない旨を明記すること。 

 
 

申請書類

④ 
 

PDF 

ファイル 

 
相談部門のマニュアル 

 
見やすさ・使いやすさが慮られ、相談対応時等にすぐ立ち戻れるよ

うな「現場で活用できるマニュアル」であることが求められる。 

 

下記の情報が含まれていること。 
 

A) 秘密保持・個人情報保護 

相談部門の業務レベルまで落とし込んだ記述とすること。 

（例：院内他部門・他職種との情報共有における注意点、

院外連携先との情報のやりとりにおける注意点、相談対応

時の環境面での配慮等） 
 

B) 相談記録管理 

相談記録の閲覧権限をどの範囲まで付与するかの記述を含

めること。 
 

C) 相談員としての価値基準・姿勢 
 

D) がん相談部門の業務 
 

E) 部門内モニタリングの実施体制 

部門内モニタリングをどのように行なっているか分かる

ように記述すること。 

（例：事例提供者の事前準備手順、部門内モニタリング参

加者が守るべきルール、部門内モニタリングの開催頻度、

参加者等） 
 

F) 情報源評価の実施体制・評価基準 

相談対応の際に用いる情報源を、どのように評価している

か分かるように記述すること。 

（例：信頼性を見極めるための評価基準、情報源評価の実

施頻度、実施者等） 

 

ホームページについては、
ファイルの提出は不要。 
申請する際のメールに URL
を記載すること。 
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申請書類

⑤ 
 

PDF 

ファイル 

 
相談部門で使用する 

情報源のリスト 

 
 各情報源に関する評価実施日、評価結果を含めること。 

 

 「がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早

期発見等に関する一般的な情報の提供」を行う際に使用して

いる情報源に関しては、各領域における最新の情報を得るこ

とができる情報源（書籍・ウェブサイト等）を記載すること。 

 

 書籍については、所蔵場所を記載すること。 

 

 「一般向け診療ガイドラインの解説」は、相談対応時に活用

できる体制を整備することが望ましい。診療ガイドラインリ

スト（認定交付後事務局より提供予定）を参照し、整備すべき

体制について検討すること。 

 
 

申請書類

⑥ 
 

PDF 

ファイル 

 
（部会委員証明資料） 

 
 国指定のがん診療連携拠点病院等ではない施設のみ提出する

こと。（国指定がん診療連携拠点病院は提出不要） 

 

 都道府県の相談支援部会に委員として参画していることが分

かる資料。（部会委員名簿等） 

 

 
 
 
 
 
5. 認定申請手続き 

5.1 受付期間 

受付開始：2026 年 5 月 11 日（月） 

受付締切：メールによる申請申込 2026 年 5 月 28 日（木）まで 

     申請書類アップロード 2026 年 6 月 4 日（木）まで 

 

 

5.2 申請先 

相談員研修事務局 ＜4 月頃メールアドレス掲載＞ 

 

 

※一般向け公開資料の原本（冊子等）の郵送先 ＜4 月頃掲載＞ 
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5.3 申請方法 

1) 下記内容を記載してメール送信する。 

件名 「認定がん相談支援センターへの認定申請」 

内容 

①申請区分（新規／更新／活動報告） 

②施設名 

③都道府県 

④担当者氏名 

⑤担当者所属部署 

⑥連絡先メールアドレス 

⑦がん相談支援センターホームページ URL 

 

 

2) 事務局からの返信メールに記載された提出先フォルダに、5.1 認定申請書類（①〜⑤または

⑥）をアップロードする。 

アップロードの完了後はメールでご一報ください。なお、申請期間内（6 月 4 日まで）は、

申請書類の追加および差し替えが可能です。 

 

 

3) 書類提出に関する注意事項 

  - 1  すべてのファイル名の先頭は『施設名』にすること。 

例) 〇〇病院_ccisc_form_v1_2026 

  〇〇病院_qa_hyouka_2026 

〇〇病院チラシ 

〇〇病院情報源リスト 

 

  - 2  審査対象外の書類は添付しないこと。 

 

  - 3  申請資料に関する詳細確認のため、追加資料の提出を求める場合がある。 

例) 

・ 院内外の医療者、患者会等との協力・連携がどのような形で行われているかが分かる資料 

・ 担当医等によるがん相談支援部門の周知がどのような形で行われているかが分かる資料 

・ 院内外での周知・広報活動がどのような形で行われているかが分かる資料 

・ 相談者からのフィードバックを得る仕組みや、相談者から得たフィードバックを元に、どのよ

うな改善が行われてきたかが分かる資料 

・ その他、申請資格・認定要件に関わる詳細資料 
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6. 認定申請料および認定登録料 
認定申請を行う施設は、認定申請受付締切日以降に送付される請求書・払込用紙を受け取り次第、認定申

請料の払込手続きを行うこと。また、認定審査の結果、認定を受けた施設は、認定登録料の払込手続きを行

うこと。 

 

6.1 金額（税抜き） 
1) 認定申請料：5,000 円＋消費税 

2) 認定登録料：95,000 円＋消費税 

 

6.2 払込手続きに関する注意事項 
1) 請求書の宛名は様式 4 に記載された申込担当者名と申請責任者（施設長）名を併記される。 

 
2) 認定申請受付締切日以降、１ヶ月程度を目処に、認定申請料の請求書が送付される。 

 
3) 申請書類に不備が確認された場合、メールにて通知される。 

 
4) 認定申請料の入金が確認できた段階で認定審査の対象となる。請求書に記載された指定の期日までに

手続きが完了しない場合、申し込みをキャンセルしたものと見なされる。また、払い込まれた認定申

請料はいかなる理由があっても返金しない。 
 
5) 認定審査の結果、「認定がん相談支援センター」として認定された施設には、認定審査結果通知およ

び認定登録料の請求書が送付される。 
 
6) 認定登録料の入金が確認できた段階で、正式に「認定がん相談支援センター」として認定されたもの

と見なされる。指定の期日までに手続きが完了しない場合、認定を辞退したものと見なす。また、払

い込まれた認定登録料はいかなる理由があっても返金しない。 
 
7) 認定申請料および認定登録料の払い込みは、必ず所定の手順で行うこと。他の方法で行った場合、入

金が確認できず、認定審査対象外となる恐れがあるため注意すること。 
 
8) 払い込み手続きの際に金融機関が発行する証票が領収証に相当する。別途「領収証」の発行には対応

していないため、必要がある場合は各施設内にて事務処理対応を行うこと。 

 

 

 

7. 認定証および認定有効期限 
認定登録料の入金確認後、認定証を交付する。 

認定の有効期限は、認定を受けてから 4 年間（2027 年 1 月～2030 年 12 月）とする。 

なお、認定証の再発行は有料（送料込み 1,100 円）とする。 

 

 

 

8. 活動報告 
「認定がん相談支援センター」として認定された施設は、コールモニタリングを実施しない年（認定後偶数

年）の認定申請受付期間中に、活動状況等に関する最新情報を提出すること。（申請区分：活動報告） 

提出する書類の内容や書類記載上の注意点は、最新年度の募集要項に記載される「5.1 認定申請書類」に

準ずることとし、使用する書式は、最新年度の申請様式を用いること。  
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9. 認定更新申請のスケジュール 
認定の更新を希望する施設は、認定の有効期限を迎える年（2030 年）の認定申請受付期間中に、 

認定申請（申請区分：更新）を行うこと。 

 

 
 

■おもなスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 認定の停止・取消 
認定後、「認定がん相談支援センター」の申請資格および認定要件を満たしていない等、「認定がん相談

支援センター」として質の保たれたサービスの提供が困難であると考えられる場合には、がん相談支援推進

専門家パネルで協議の上、認定の停止または取消の措置をとる場合がある。 

また、施設のホームページ等において、認定がん相談支援センター認定取得状況等に関する情報を、がん

対策基本法の理念に反する治療や活動を推進する目的で利用していると捉えられる記載が確認された場合

には、当該施設に対し警告を行い、記載の削除を要請する。要請に応じない場合には、経緯と共に当該施設

の施設名を公表する場合がある。 

認定申請

2026年

5月

認定１年目

2027年

1～12月

認定２年目

2028年

1～12月

認定３年目

2029年

1～12月

認定４年目

認定更新申請

2030年

1～12月

認定更新

2031年

1月～

 認定申請 2026 年   
5 月 

認定申請 

6 月下旬 

認定申請料請求書の受理 

7 月末まで 

認定申請料の支払い 

8 月 

書類審査 

9 月～10 月 

認定審査結果通知 

認定登録料請求書の受理 

11〜12 月 

認定登録料の支払い 
  

12 月 

認定証の受理 

  

認定 1 年目 2027 年 
1 月 1 日 

認定開始 

コールモニタリング

（1 回目） 

認定 2 年目 2028 年 
5 月 

活動報告提出 
認定 3 年目 2029 年 

コールモニタリング

（2 回目） 

認定 4 年目 2030 年   
5 月 

認定更新申請 

または活動報告提出   

12 月 31 日 

認定終了日 

認定更新 2031 年   
1 月 1 日 

認定開始 
（認定更新された場合）   

  



[別紙 1] 「がん相談対応のモニタリング（部門内モニタリング）」について 

 

［別紙 1］  1 / 3   

 別紙１ 

 

 

「がん相談対応のモニタリング（部門内モニタリング）」について 
 

募集要項「3 認定要件 ＞ 3.8 質の担保の取り組みと PDCA ＞ 3）」にある「がん相談対応の

モニタリング（以下、「部門内モニタリング」とする）」とは、実際に行われた相談対応を、がん相談

支援部門内で定期的に評価し、改善点などを確認することをいう。 

日々の実践を振り返り個人の相談対応の質の向上に繋げるとともに、「部門内モニタリング」による

評価に基づき施設レベルの改善活動を行うことを目的とする。「部門内モニタリング」は、以下に定め

る要領で実施すること。 

 

 

1. 「部門内モニタリング」の手順 

1) 音声録音 

  - 1  相談者に録音の目的を説明し、録音についての同意を得る。 

（録音した音声データの利用範囲、目的外の利用はしないこと、同意の有無により相談対応の質

に差が生じることはないこと、一定期間内の同意撤回も可能であること等） 

 

【同意取得にかかる説明の例】 

「相談はサービスの質向上のため録音させていただきます。同意いただけない方は、遠慮なく相

談員にお申し出ください。なお、録音内容は、相談部門の職員が参加する対応改善の検討の場で

のみ利用します。部門外の職員等に録音内容が伝わることは一切ありません。」 

 

  - 2  電話相談の録音環境整備に努めること。録音機材は、電話機下に置く通話録音装置や、通話録音

用マイク、IC レコーダー等を用いる。 

 

  - 3  実際の相談者からの相談を録音することを基本とする。しかし、相談者から録音の同意が得られ

ない状況が続き、部門内モニタリングが実施できないという場合に限り、相談員同士による模擬

相談（ロールプレイ）の音声録音でも良いこととする※。 

 

※ 模擬相談であっても相談員の対応の傾向がわかり改善に結びつくが、実際の相談対応の音声

データを用いる方が大きな学びとなる。また、録音環境を整えることは相談員を守ることに

もつながるため、相談者の同意取得や組織的な体制整備に努めていただきたい。 

 

【組織的な体制整備の例】 

A) 組織全体として電話を録音する方針とできないか検討する 
 
B) 相談部門の直通電話を導入し、録音環境を整える 
 
C) ホームページ・リーフレットなどへの掲載による黙示の同意を導入する 
 
D) 電話交換手や事務など、相談員につながる前の段階で録音に関する事前説明をしてもらう等

の協力を得る 
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2) 逐語録作成 

活発で有意義なディスカッションとするため、事例提供者は音声データをもとに、逐語録を作成

する。 

 

※逐語録の作成について 

昨今音声データから逐語録を自動生成するサービスが増えている。セキュリティの課題があ

る場合が多いが、必要に応じて組織内で検討できるとよい。 

 

 

3) 「がん相談対応評価表」（別紙３参照、以下「評価表」とする。）を用いた評価 

  - 1  部門内モニタリング参加人数分の逐語録と評価表を準備し、配布する。 
 

  - 2  事例提供者以外の参加者の中から、ディスカッションの進行役を決める。 
 

  - 3  進行役は、評価表を用いて評価を行う目的、ディスカッション上のルール（次頁 2.「部門

内モニタリング」実施時の留意事項 ＞ 3）事例提供者、相談者、モニタリング参加者のル

ール）を説明し、参加者全員が十分に認識できるようにする。 
 
  - 4  音声データを参加者全員で聞く（事前に各自が音声を聞き、評価表を記入しておいても可） 
 
  - 5  音声聴取終了後、参加者が評価表を記入するための時間を数分（15 分程度）とる。 
 
  - 6  ディスカッションを始めるにあたり、この事例を取り上げた理由や特に学びたい点などを事例

提供者から話してもらう。 
 
  - 7  相談の第一印象、全体的な印象を参加者から話してもらう。 
 
  - 8  評価表に示されている各項目・観点について、良かった点や、さらに良い対応とするための代替

案を話し合い共有する。評点をきっかけに話し合いをすすめるが、意見を一致させる必要はな

く、そのように評価した理由の共有を大事にする。「がん相談の 10 の原則」や「がん専門相談

員の役割」に照らし合わせて評価する。 
 
  - 9  ディスカッションを踏まえて、今後、組織として取り組むべきことを参加者全員で検討する。 
 
  - 10  ディスカッションを通して得られた学び、今後自身の相談に活かしていきたいと思うことを参

加者全員（一番最後に事例提供者）から話してもらう。 

 

 

4） 提出用評価表の作成 

モニタリングの場で出された意見を、代表者１名の評価表（別紙３）に可能な限り記載し、セン

ター全体のディスカッションが読み取れる内容とする。 
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2. 「部門内モニタリング」実施時の留意事項 

1) 「部門内モニタリング」は事例提供者ではない評価者による他者評価が基本となるため、

事例提供者を含む 2 人以上で行うこと。原則として、相談部門に関わるスタッフで構成す

ること。 
 

2) 施設内の個人情報保護の方針および「3．認定要件 ＞ 3.4 相談者の情報の保護と無料、

匿名でのサービスの保障」に示した相談者の情報の保護と適切な取扱いに基づき実施する

こと。 
 

3) 事例提供者、相談者、モニタリング参加者のルール 

事例提供者およびモニタリング参加者全員が安全に安心して学び合える環境を整えること。 

  - 1  事例提供者の事例を取り上げた理由や特に学びたい点等を確認し優先する。 

  - 2  参加者は問題点の指摘や批判に終始せず、良かった点、参考になった点を積極的に言語化する。 

  - 3  なぜそのように対応したのか、背景や事例提供者のアセスメントについて共有する時間をもつ。 

  - 4  より良い対応へと改善できるような具体的、現実的な代替案を話し合う。 

  - 5  参加者全員がアセスメント能力の向上や対応方法の幅を広げるために多様な意見を尊重し合う。 

  - 6  相談者のプライバシーを保護し、相談者の差別・偏見につながるような発言は慎む。 

  - 7  音声データや逐語録は、モニタリング終了後に適切に処理する。 

  - 8  最後に、事例提供者の感想を述べてもらうと共に、労いと感謝の意を伝え合う。 

 

 

3．「部門内モニタリング」の頻度、回数 

申請様式の様式４に記載したすべての相談員が、少なくとも年 1 回以上の頻度で、自身のがん

相談対応事例を用い「部門内モニタリング」を行うこと。（「国立がん研究センター認定がん専門相

談員」の認定取得状況に関わらず、専従・専任・兼任を含む。） 

「部門内モニタリング」は、概ね 3 ヶ月に 1 回以上の頻度で開催することが望ましい。 
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 別紙２ 

 

認定がん相談支援センター取得後に受けられるサポート 
 

1. 国立がん研究センターコールモニタリング 

2. 認定がん相談支援センターオンラインサロン 

3．国立がん研究センターがん情報サービスサポートセンター研修 

 

 

1. 国立がん研究センターコールモニタリング 

募集要項「3.認定要件 ＞3.8 質の担保の取り組みと PDCA ＞5）～8）」にある「国立がん

研究センターコールモニタリング（以下、「コールモニタリング」とする）」とは、認定取得

後 1 年目に、国立がん研究センター（以下 NCC）が実施する模擬電話相談を受けること、並び

に模擬電話相談を基にした部門内モニタリングについてフィードバックを受けることをいう。 

 

1）目的 

 認定施設として認定がん相談支援センターに求められる情報支援を意識した相談対応や環境

整備ができているか、認定施設内で行われている部門内モニタリングが、がん相談部門の組織

改善・業務改善につながるようなものとなっているかを検討し、結果のフィードバックを通し

て、さらなる質の向上のために支援することを目的とする。 

 

2）概要 

 情報支援および部門内モニタリングが適切に行われているか否かを確認するため、模擬電話

相談ならびに「がん相談対応評価表」を使った部門内モニタリングへのフィードバックを受け

ることをコールモニタリングの一連の過程とする。 
 

 

 
 

  

3. 部門内モニタリングの実施

2. 模擬電話相談の実施

1. 事前調整

左の図の一連の過程を 
「コールモニタリング」とする。 
それぞれの詳細については
次のページを参照。 
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3）コールモニタリングの実施方法 

「コールモニタリング」は、概ね以下の形式を標準とするが、NCC と各認定がん相談支援セン

ターとの間で調整した上で実施する。 

 

  - 1  流れ 

 

1.事前調整 ＜実施の２～３か月前＞ 
コールモニタリング担当者（以下 CM 担当者）は、以下の内容を調整する。 

1.1 

 
 模擬相談・部門内モニタリング

の日時の決定 

 模擬相談については原則平日 15:00～16:30 の間、部門

内モニタリングについては原則 15:30 開始とする。 

 （必要時要相談） 

1.2 

 
 コールモニタリングの周知と

実施に対する同意取得 

 CM 担当者は、模擬相談に対応する可能性のある全ての相

談員の方、管理者や事務員への周知とコールモニタリン

グに対する同意確認を行う。 

1.3 外部レビューアーの選出 

 他施設の部門内モニタリングに、外部レビューアーとし

て参加する相談員を選出する（1 施設 2 名まで参加可能）。 

※「4）外部レビューアーについて」参照 

    

2.模擬電話相談の実施 

2.1 

 

 

NCC もしくは他の認定がん相談支援センター相談員等からの電話を受け、10～15 分程

度の模擬電話相談を行う。 

原則、施設で録音し、難しい場合は Zoom 等オンライン会議システムを利用して録音す

る。 

2.2 （NCC で録音した場合）模擬相談終了後、数日以内に録音データを受け取る 

※  普段通りの環境（対応場所、PC 環境など）で対応すること。 

ただし、相談員の交代や医師への確認は行わず、相談員 1 名が単独でその場で対応する

こと。（情報を調べる時間を設けてもよいが、当日中に相談は完結すること） 

 

※  他の認定がん相談支援センター相談員が行う模擬相談者については、「5）模擬相談者につ

いて」を参照。 
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3.部門内モニタリングの準備 

3.1 

 

録音データをもとに 

逐語録を作成する 

※  書式は問わない。 

模擬相談終了後 NCC から送付する逐語録記入シー

トを使用してもよい。 

3.2 

 

オンライン会議システムで 

ミーティングを設定する 

※  有償契約をしていない等ホスト役が担えない場合、

要相談 

3.3 

 

 

ミーティング ID と 

パスワード、逐語録、 

録音データを送付する 

 
部門内モニタリング実施日の 1 週間前までに、 

NCC※１および外部レビューアーに送付する 

 

※  模擬相談のためパスワード設定などは原則不要。

対象施設から音声等大容量のデータを送る場合

は、施設が認めているファイル送信サービスを利

用すること。 

3.4 

 

部門内モニタリング 

開催環境の準備を行う 
※「-2 準備すること」参照 

3.5 がん相談対応評価表の記入 
モニタリング参加者は事前に録音データを聴取し、 

評価表を記入しておく。 

4.部門内モニタリングの実施 

4.1 

 

部門内モニタリングについて

は右記の順番で進めていく 

①  全員の入室が確認でき次第、NCC※１より簡単に挨 

拶する。秘密保持についての確認をする。 

②  部門内モニタリングの一連の流れを実施する。 

 

※  原則、NCC※１および外部レビューアーは、途中で 

発言をはさまない 

③  NCC※１および外部レビューアーよりコメントを 

行う。 

※１ NCC もしくは NCC が指定した相談員とする 
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  - 2  準備すること 

部門内モニタリング実施までに以下の物品準備・環境調整をする。 

 

Web 会議システム（zoom、

webex など）のアカウント 

Web 会議システムの指定はない。施設の有償契約（時

間制限がないもの）のアカウントを用いてミーティン

グを設定する。 

安定したネット環境 安定した wi-fi もしくは有線。 

パソコン 

できるだけスペックのよいパソコンの使用を推奨。 

Web 会議システムや Windows の update を事前に済ま

せておく。 

Web 会議用カメラ 参加者全員が映るよう調整する。 

集音マイク 

PC 内蔵のマイクは参加者全員の声を均質に集音でき

ない可能性が高く、集音マイクを使用する。 

難しい場合は、個別に 1 人 1PC で参加する。 

静かな会議室、個室 議論に集中できるような会議室、個室を確保する。 
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4）外部レビューアーについて 

他施設の部門内モニタリングに参加し、ピアとして、支持的かつ多角的にフィードバック
する。また、他施設の部門内モニタリングに参加した学びを自施設に還元する。 

 
  - 1  流れ 
①  当日までの調整 

NCC より外部レビューアーとして参加する日程の連絡を受ける。他施設の部門内モニ
タリングに参加する相談員をセンター内から選出し（1 施設 2 名まで参加可能）、対
象施設に対する秘密保持について同意する。 
録音データ、逐語録および当日のミーティング ID およびパスワードは、対象施設（
状況により NCC）より直接送付する。事前に録音データと逐語録を確認し、評価表を
記入した上で当日参加する。 

 
②  当日 

部門内モニタリングを見学し、最後に代表者 1 名が以下の視点でコメントを述べる。
基本的にはポジティブフィードバックを意識する。 
・情報支援の定義と照らし合わせた相談対応について 
・進行に関するよかった点、改善点について 
・議論の中でよかった点、補足したい点について 

 
  - 2  必要物品 

安定したネット環境、パソコン、カメラ（内蔵でも可）、静かな環境、ヘッドセット 
 
  - 3  特記事項 

依頼状の発行が必要な場合は NCC に申し出る。 
 
 

5）模擬相談者について 

 模擬相談は NCC の相談員の他にコールモニタリング非該当年（認定後偶数年の施設）よ
り模擬相談者を募集（立候補制）する。 

 
  - 1  目的 

    相談者の立場から学びを得ることや、他のがん相談支援センター相談員の対応を知る
ことで自身の日々の実践を振り返る機会とする。 

 
  - 2  流れ 

①  募集 
該当年のコールモニタリングに関する日程調整と同時期に、模擬相談者募集の案内
を受ける。希望施設は募集フォームに入力する。 

 
②  担当施設の決定、説明会への参加 

担当施設が決定したら、NCC より担当施設及び模擬相談日程と模擬相談者マニュア
ルを送付する。 
事例の内容や留意点等を解説する説明会に参加する 

 
③  模擬相談実施 

実際に模擬相談を行う。 
 

④  模擬相談者コメントシートの作成 
相談を受けた所感や、模擬相談者として伝えたいアドバイスをコメントシートに記
載し NCC に 1 週間以内に送付する。 

 
  - 3  特記事項 

謝金は発生しない。依頼状の発行が必要な場合は NCC に申し出る。 
  



[別紙 2] 認定がん相談支援センター取得後に受けられるサポート  

 
 

[別紙 2]  6 / 7   

 

2．認定がん相談支援センターオンラインサロン 

認定がん相談支援センターオンラインサロン（通称「認定サロン」）は、コロナ禍において
がん専門相談員同士の気軽な意見交換の場が少なくなったことや、オンライン会議システムの
利用が進んだ背景を受け、情報提供・相談支援体制の充実に向けて取り組む認定がん相談支援
センター同士の繋がりを強化し、相互の活性化や改善活動のきっかけとすることを目的に、2022
年度より開催している。 
 
1) 目的 

・  認定がん相談支援センター相談員同士の繋がりを強化し、安心して日頃の悩みを相談し
思いを共有できるピアサポートの場とする。 
 

・  意見交換を通して自施設の課題に気づき、改善活動に取り組むなど相互活性化のきっか
けとする。  
 

・  認定がん相談支援センターが目指すべき姿について、様々な視点から考えを深める機会
とする。 

 

2) 概要 

-1  開催頻度 

 

3 か月に 1 回（年 4 回、原則として 5 月、8 月、11 月、2 月）定期開催

を基本とする。開催希望があった場合には適宜対応する。 

-2  開催時間 

 

原則、16 時～開始とし、45 分間とする。開始時間は話題提供施設の 

判断で変更可能とする。 

-3  参加者 ・認定がん相談支援センターの相談員 

・国立がん研究センターがん対策研究所のスタッフ 

（話題に応じて、参加者を追加する可能性がある） 

 

3) 認定サロン開催までの流れ（予定） 

概ね以下の形での開催を標準とするが、話題に応じて開催体制を変更する場合もある。 
 
①話題提供施設の決定  

 
年度初めに、定期開催のサロンにて話題提供する施設を決定

する。 
 
②話題の決定 

 

 
話題提供施設は以下のような視点で話題を決定する。 

・最近の自施設の課題や悩みなどについて他施設や相談員 

のやり方を知りたい 

・認定センターの関連で議論したい 

・研修や学会で得た情報の共有 

・研修や学会で発表予定の内容 等々 
 
③日程調整 

 

 
話題提供施設は、通常開催予定月の 1 か月前に NCC と日程調

整を行い具体的な開催日程を決定する 
 
④資料作成 
資料の作成は必須ではない 

 
話題提供のしやすさなどを考慮して作成を検討し、開催日 2 日

前までを目途に、認定センターメーリングリストに話題提供

施設から送付する。 
 
⑤当日 

 

 
司会は基本 NCC が行う。話題提供施設と参加施設がそれぞれ

有意義な学びになるよう、積極的に発言すること。 

 
4) 認定サロンの今後について 

2026 年度いっぱいの開催を目途に、実施継続の必要性を評価する。  
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3．国立がん研究センターがん情報サービスサポートセンター研修 

がん相談支援センターおよびがん専門相談員に求められる「情報支援」や「相談対応」に焦

点を当てた実務研修。がん情報サービスサポートセンター（以下「サポートセンター」）の見

学の中で、信頼できる情報の収集、整備方法等の理解を深め、相談者のニーズやヘルスリテラ

シーに応じた情報の伝え方等を相談の同席やディスカッションを通して学ぶことを目的とす

る。（募集要項はこちらを参照） 

 

1） 概要 

  - 1  対象 

①  認定がん相談支援センターに所属するがん専門相談員または、認定がん専門相談

員  

②  2025（令和 7）年度までに、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)あるいは、

CCTNP (がん相談教育ネットワーク)の基礎演習を修了していること。 

 

  - 2  場所 

国立がん研究センター築地キャンパス（東京都中央区築地 5－5－1）内 

国立がん研究センターがん情報サービスサポートセンター 

https://ganjoho.jp/public/institution/consultation/support_center/guide.html 

 

  - 3  内容 

・相談環境の見学、電話相談・チャット相談等に同席 

・サポートセンターでの部門内モニタリングへの参加 等 

 

  - 4  費用 

無料 

 

 

2） 2026 年度の詳細 

  - 1  申込期間 

2026 年 4 月 6 日(月)～20 日(月)  

 

  - 2  受講決定通知 

2026 年 4 月 30 日(木)までに選考結果を通知する。 

 

  - 3  開催日時 

2026 年度開催日時 

全５回 ／ 9:00～17:00 

・2026 年 8 月 28 日(金) 

・2026 年 10 月 16 日(金) 

・2026 年 11 月 27 日(金) 

・2026 年 12 月 18 日(金) 

・2027 年 2 月 19 日(金) 

https://ganjoho.jp/med_pro/training/consultation/index.html
https://www.ncc.go.jp/jp/about/access/tsukiji.html
https://ganjoho.jp/public/institution/consultation/support_center/guide.html
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 別紙３ 

がん相談対応評価表 
※こちらは見本です。 

提出の際は原本 qa_hyouka_2026.xlsx をダウンロードしてご利用ください。 

 

 

 

 

  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ncc.go.jp%2Fjp%2Ficc%2Fcancer-info%2Fproject%2Fcertification%2Fnintei_c%2Fqa_hyouka_2026.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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